
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 申請書や別紙の様式は、愛ランド広域連合公式サイトに掲載しています。 

 

 

 

 

 

徳之島愛ランド広域連合よりお知らせ 

クリーンセンターに“ごみ”を持ち込む際の 

「 事前申請 」 について 

 令和４年１０月３日（月）から、クリーンセンターへ持ち込みをされる“ごみ”全てに、
① 事前の申請書提出 と、② 発行された許可証 の提示 が必須となりますので、ご協力を
お願いします。 
 なお、クリーンセンターにおいても申請手続きは可能ですが、持ち込みの多い日などは、
お待たせする時間が長くなることが予想されます。 
 搬入日などがおおよそ決まっていましたら、各町の一般廃棄物担当課においても事前申
請と許可証の発行ができますので、できる限り各町での“事前申請”手続きをお願いしま

す。 
 詳しくは、徳之島愛ランド広域連合公式サイト（申請書・別紙ダウンロード可能）の  
“お知らせ”をご確認いただくか、下記まで問い合わせください。 

 
一般廃棄物の「家庭ごみ」「事業ごみ」 

「町委託収集ごみ」を持ち込む場合 
 

各町が許可した一般廃棄物収集・運搬 

業者で、事業所のごみを持ち込む場合 

各町の担当課・徳之島愛ランド広域連合、 
申請手続きなどのお問い合わせは・・・ 

〇 徳之島町 住 民 生 活 課 一般廃棄物担当 82-1111（代表） 

〇 天 城 町 くらしと税務課 一般廃棄物担当 85-5331（直通） 

〇 伊 仙 町 きゅらまち観光課 一般廃棄物担当 86-3111（代表） 

〇 徳 之 島 愛 ラ ン ド 広 域 連 合 81-7855（代表） 

① 各町担当課で「一般廃棄物搬入（変更）

申請書 及び 許可証※」を記入し提出 

  

② 各町担当課でチェックの上、即時許可

証を発行 

 

③ 搬入する方は“許可証”を持参の上、クリ

ーンセンターの計量窓口へ提示 

 

④ ごみを降ろす 

 

⑤ 再度計量し、処理手数料の支払い 

 

⑥ 終了 

 

① 各町担当課で「一般廃棄物搬入（変更）

申請書 及び 許可証」と「別紙」※を記

入し提出 

 

② 各町担当課でチェックの上、即時許可

証を発行 

 

③ 搬入する方は“許可証”を持参の上、クリ

ーンセンターの計量窓口へ提示 

 

④ ごみを降ろす 

 

⑤ 再度計量し、処理手数料の支払い 

 

⑥ 終了 

１ ２ 



 

第１号様式（第４条関係） 

 

一般廃棄物搬入（変更）申請書 及び 許可証 

  

搬入予定者 
氏 名 徳之島 一郎 

連絡先 （ 090 ）0000 － 0000   

ごみ所有者 

の住所氏名 

住所：天城町平土野 9999 

氏名：広域 太郎 

区分 

※１つ選択 

家庭ごみ ・ それ以外 

町委託収集ゴミ 

搬入する 

ごみの種類 

燃やせるごみ ・ 燃やせないごみ ・ 空き缶 ・ 空きビン 

新聞紙 ・ 雑誌類 ・ 段ボール ・ ペットボトル 

発泡スチロール ・ 粗大ごみ  ・ 蛍光灯 ・ 乾電池 

搬 入 期 間 
令和４年１１月 １日 から 令和４年 ６月 ３日まで 

※一般家庭は１週間以内、事業所等は１か月以内の期間を記入 

搬入車両車番 奄美 000 あ 0000 搬入責任者 徳之島 一郎 

確 認 欄 

※内容を確認して 

□にチェックを 

いれてください。 

☑上記記入内容に誤りがないことを確認しました。 

☑搬入するごみは手引書を確認して種類ごとに分けて透明な袋に入れます。 

 ※粗大ごみは除く 

☑許可を受けたごみ以外のものを搬入しません。 

☑搬入時はこの申請書（許可証）を携帯し提示を求められた場合は速 

やかに提示します。 

☑搬入時は職員の指示に従いごみは自ら所定の場所に降ろします。 

☑上記の内容及び裏面の許可条件を遵守します。 

備   考 

・収集運搬業者は別紙に受託している事業所名を記入してください。 

 

 

徳之島愛ランド広域連合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則第４条第１

項の規定により、上記のとおり申請します。 

 

令和４年１０月３０日   申請者 住  所 天城町平土野◇◇ 

                    事業所名 

                    氏  名 徳之島 一郎 
 

－－－－－－－－－－－－－－（以下は記入しないでください）－－－－－－－－－－－－－－ 

 

 上記申請について裏面（第２号様式）の条件を付して許可します。 

令和  年  月  日 

徳之島愛ランド広域連合長 

 

※裏面に許可条件が掲載されています。確認下さい。 

受 付 印 

区分は１つだけ選択して
ください。 
家庭ごみとお店など事業

系のごみは別々に持ち込ん
でください。 

ごみの種類は複数選択可能
ですが、持ち込む際はしっかり
と分別し、種類ごとに所定の場
所に降ろして下さい。 

内 容 を
確認して
□にチェ
ックを入
れてくだ
さい。 

（記入例）天城町版 


